
福岡県入札審議委員会運営要領 
 

（趣旨） 

第１条 この要領は、福岡県入札審議委員会要綱（平成14年12月24日14管行第135号総務部長通知。以下「要

綱」という。）第10条に基づき、福岡県入札審議委員会（以下「委員会」という。）の運営に関し、必要

な事項を定めるものとする。 

 

（委員として選任できない者等） 

第２条 知事は、委員会の委員の選任に当たって、建設会社の役員である者及び福岡県職員であった者に

ついては選任しないものとする。委員がその任期中に建設会社の役員となる場合には、知事は、直ちに

当該委員の解任を行うものとする。 

 

（委員の公表） 

第３条 知事は、委員を選任した場合及び任期の途中で委員を改任した場合には閲覧により、当該委員の

任期終了まで委員の氏名及び職業の公表を行うものとする。 

 

（工事の概要等） 

第４条 知事は、要綱第２条第１号及び第２号の事項に係る会議に当たって、原則として会議開催の前々

月以前の３ヶ月間に県が発注した工事（建設業法（昭和24年法律第100号）第２条第１項に規定する建設

工事をいう。）のうち予定価格が250万円を超えるものについて、入札契約方式別発注工事総括表（様式

第１号）、入札契約方式別発注工事一覧表（様式第２号）及び指名停止措置運用状況一覧表（様式第３

号）を委員会に提出するものとする。 

 

（議事の対象となる事案の抽出） 

第５条 要綱第２条第２号の議事の対象となる事案は、前条の入札契約方式別発注工事一覧表の中から、

入札契約方式別に、委員長があらかじめ指定する委員により委員会開催の２週間前までに抽出し、当該

委員はその抽出結果の報告を行うものとする。 

 

（事案の説明） 

第６条 前条の規定により抽出された事案（以下「抽出事案」という。）の説明は、抽出事案説明書（様式

第５号）により、当該事案を所掌する部局において行うものとする。 

 

（再苦情の議事） 

第７条 知事は、要綱第２条第３号の事項に係る会議に当たっては、再苦情に係る議事資料（様式第６号）

を提出するものとする。委員会は、当該資料によるほか、委員会が必要と認める方法により、議事を行

うものとする。 

 

（意見書の公表） 

第８条 委員会による要綱第６条に係る報告は、再苦情に係る申立があった日からおおむね50日（福岡県

の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第23号）第１条に規定する休日を含む。）以内に、再苦情に

係る意見書（様式第７号）により行わなければならない。 

２ 知事は、前項の規定による報告がなされた場合は、その意見書を閲覧により閲覧を開始した日の属す

る年度の翌年度末まで公表するものとする。 

 



（議事概要等の作成及び公表） 

第９条 知事は、委員会の議事概要及び要綱第５条の意見については、様式第８号により速やかに作成し、

閲覧により閲覧を開始した日の属する年度の翌年度末まで公表をするものとする。 

 

 

附 則 

この要領は、平成１４年１２月２４日から施行する。 

 

附 則 （平成17年２月25日16管第8371号総務部長依命通達） 

この要領は、平成１７年２月２５日から施行する。 

 

附 則 （平成20年３月27日19管第9471号総務部長依命通達） 

この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

附 則 （令和７年３月12日６財活第4569号総務部長依命通達） 

この要領は、令和７年３月１２日から施行する。 
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様式第１号（その１）（第４条関係）

入札契約方式別発注工事総括表

（期間 年 月 日～ 年 月 日）

（件）

部 局 別
入 札 契 約 方 式 件 数

総契約件数

① 一般競争入札

② 通常型指名競争入札

③ 随意契約

注 予定価格250万円以下のものは含まない。
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様式第１号（その２）（第４条関係）

入札契約方式別発注工事総括表（内訳）

（期間 年 月 日～ 年 月 日）
（部名： ） （件）

所 属 別
入 札 契 約 方 式 件 数

（１）一般競争入札
（①＋②）

① 特例政令対象金額

② 特例政令対象金額以外

（２）通常型指名競争入札

（３） 随意契約

注 予定価格250万円以下のものは含まない。
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様式第２号（その１）（第４条関係）

入札契約方式別発注工事一覧表

（一般競争入札） （期間 年 月 日～ 年 月 日）
（部、事務所名： ）

工 事 名 工事の種類 契約金額（千円） 落札率（％） 備 考

注 １ 契約金額の千円未満については、切り捨てるものとする。
２ 期間については、契約締結日を基準とする。
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様式第２号（その２）（第４条関係）

入札契約方式別発注工事一覧表

（通常型指名競争入札） （期間 年 月 日～ 年 月 日）
（部、事務所名： ）

工 事 名 工事の種類 契約金額（千円） 落札率（％） 備 考

注 １ 契約金額の千円未満については、切り捨てるものとする。
２ 期間については、契約締結日を基準とする。
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様式第２号（その３）（第４条関係）

入札契約方式別発注工事一覧表

（随意契約） （期間 年 月 日～ 年 月 日）
（部、事務所名： ）

工 事 名 工事の種類 契約金額（千円） 備 考

注 １ 契約金額の千円未満については、切り捨てるものとする。
２ 期間については、契約締結日を基準とする。
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様式第３号（第４条関係）

指名停止措置運用状況一覧表

（期間 年 月 日～ 年 月 日）
（部名： ）

業 者 名 本社所在地 支店等の所在地 指 名 停 止 期 間 措置要件 指 名 停 止 の 理 由

年 月 日～ 年 月 日（ ヶ月）

注 １ 措置要件の欄には、「福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱」に定める措置基準別表の該当号を記入する。
２ 期間については、指名停止を行った日を基準とする。
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様式第５号（その１）（第６条関係）

抽出事案説明書（一般競争入札）
（部名： ）

工事名

工事概要

入札参加資格

入札参加資格
設定の理由

入札参加資格
確認申請者数

入札参加者数

参加資格によ
って排除され
た業者がいた
場合の業者数
と排除の理由

入札の経緯
及び結果の
説明
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様式第５号（その２）（第６条関係）

抽出事案説明書（通常型指名競争入札）
（部名： ）

工事名

工事概要

工事のランク

指名業者数

工事の対象
ランクの業者
の中から指名
業者を選定し
た理由

入札の経緯
及び結果の
説明
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様式第５号（その３）（第６条関係）

抽出事案説明書（随意契約）
（部名： ）

工事名

工事概要

随意契約
の理由

契約業者名

契約金額
（消費税込み）

その他
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様式第６号（第７条関係）

再苦情に係る議事資料
（部名： ）

１ 再苦情申立者の住所・氏名等

住所

商号又は名称

代表者名

２ 再苦情申立の対象となる工事

工事名

３ 苦情処理の状況 ４ 再苦情申立の内容

（１）申立事項 （１）不服のある事項

（２）申立事項に対する回答 （２）主張の根拠

５ 再苦情申立に対する所管部長の意見

注 所管部長は、議事に必要な関係資料を添付すること。
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様式第７号（第８条関係）

再苦情に係る意見書

１ 再苦情申立者の住所・氏名等

住所

商号又は名称

代表者名

２ 再苦情申立の対象となる工事

工事名

３ 苦情処理の状況 ４ 再苦情申立の内容

（１）申立事項 （１）不服のある事項

（２）申立事項に対する回答 （２）主張の根拠

５ 再苦情申立に対する意見
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様式第８号（その１）（第９条関係）

福岡県入札審議委員会 議事概要

開催日及び場所 年 月 日（ ）

出席委員名

議事対象期間 年 月 日～ 年 月 日

抽出案件 総件数 件 （備考）

一般競争入札 件

通常型指名競争入札 件

随意契約 件

意見・質問 回 答

委員からの意見・質問、

それに対する回答

委員会による意見の

内容
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様式第８号（その２）（第９条関係）

福岡県入札審議委員会 議事概要

開催日及び場所 年 月 日（ ）

出席委員名

議事対象期間 年 月 日～ 年 月 日

再苦情対象工事件数 総件数 件 （備考）

一般競争入札 件

通常型指名競争入札 件

随意契約 件

再苦情申立概要

意見・質問 回 答

委員からの意見・質問、

それに対する回答

委員会による意見の

内容


